
LIFEの提出＆
フィ ード バッ ク

リ ハ・ 口腔・ 栄養のアセ
ス メ ント を実施＆

情報を一体的に共有

LIFEの提出＆
フィ ード バッ ク

リ ハビ リ テーショ ン計画の
説明・ 同意

概要

○ リ ハビ リ テーショ ン ・ 口腔・ 栄養を一体的に推進し 、 自立支援・ 重度化防止を効果的に進める 観点から 、 通所リ
ハビ リ テーショ ン における リ ハビ リ テーショ ンマネジメ ント 加算について、 以下の要件を満たす場合を 評価する 新
たな区分を 設ける 。

ア 口腔アセス メ ント 及び栄養アセス メ ン ト を 行っ ている こ と 。
イ リ ハビ リ テーショ ン計画等の内容について、 リ ハビ リ テーショ ン・ 口腔・ 栄養の情報を関係職種の間で一体

的に共有する こ と 。 その際、 必要に応じ て LIFEに提出し た情報を 活用し ている こ と 。
ウ 共有し た情報を踏ま え、 リ ハビ リ テーショ ン計画について必要な見直し を行い、 見直し の内容について関係

職種に対し 共有し ている こ と 。
ま た、 報酬体系の簡素化の観点から 、 通所リ ハビ リ テーショ ン 、 訪問リ ハビ リ テーショ ンのリ ハビ リ テーショ ン

マネジメ ン ト 加算（ B） の要件について新規区分と し 、 加算区分を整理する 。 【 告示改正】

【 訪問リ ハビ リ テーショ ン 、 通所リ ハビ リ テーショ ン】

２ .(１ )①訪問・ 通所リ ハビ リ テーショ ン における リ ハビリ テーショ ン、 口腔、 栄養の一体的取組の推進①

なしPT・ OT・ STが利用者
等に説明・ 同意を得て
医師へ報告

加算（ A） イ

加算（ A） ロ

加算（ B） イ

加算（ B） ロ

リ ハビリ テーショ ン会議を 定期的に開催する 等、
リ ハビリ テーショ ンマネジメ ント を 継続的に実施

改定後

(新設)

Ａ

Ｂ

あり

なし

あり

イ

イ

ロ

ロ

医師が利用者等に
説明・ 同意を得る

リ ハビリ テーショ ン会議を定期的に開催する 等、
リ ハビリ テーショ ンマネジメ ント を 継続的に実施

なし

あり

加算(イ )

加算(ロ )

加算(ハ)

※医師が利用者に説明し 同意を 得た場合は上記に加えて評価

あり

なし

現行
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単位数

○ 訪問リ ハビ リ テーショ ン

＜現行＞ ＜改定後＞

リ ハビ リ テーショ ン マネジメ ント 加算(A)イ 180単位/月
リ ハビ リ テーショ ン マネジメ ント 加算(A)ロ 213単位/月
リ ハビ リ テーショ ン マネジメ ント 加算(B)イ 450単位/月
リ ハビ リ テーショ ン マネジメ ント 加算(B)ロ 483単位/月

リ ハビ リ テーショ ンマネジメ ン ト 加算(イ ) 180単位/月
リ ハビ リ テーショ ンマネジメ ン ト 加算(ロ ) 213単位/月
廃止（ 以下の条件に統合）
廃止（ 以下の条件に統合）

※医師が利用者又はその家族に説明し た場合上記に加えて270単位
（ 新設・ Bの要件の組み替え）

算定要件等

○ 訪問リ ハビ リ テーショ ン
＜リ ハビ リ テーショ ンマネジメ ン ト 加算(イ )＞

・ 現行のリ ハビ リ テーショ ンマネジメ ン ト 加算(A)イ と 同要件を設定。

＜リ ハビ リ テーショ ンマネジメ ン ト 加算(ロ )＞
・ 現行のリ ハビ リ テーショ ンマネジメ ン ト 加算(A)ロ と 同要件を設定。

＜リ ハビ リ テーショ ン事業所の医師が利用者又はその家族に対し て説明し 、 利用者の同意を 得た場合＞（ 新設）
・ 現行の(B)の医師の説明に係る 部分と 同要件を設定し 、 別の加算と し て設定。

２ .(１ )①訪問・ 通所リ ハビ リ テーショ ンにおける リ ハビリ テーショ ン、 口腔、 栄養の一体的取組の推進②

6587



算定要件等

○ 通所リ ハビ リ テーショ ン
＜リ ハビ リ テーショ ンマネジメ ン ト 加算(イ )＞ 現行のリ ハビ リ テーショ ン マネジメ ント 加算(A)イ と 同要件を 設定。

＜リ ハビ リ テーショ ンマネジメ ン ト 加算(ロ )＞ 現行のリ ハビ リ テーショ ン マネジメ ント 加算(A)ロ と 同要件を 設定。

＜リ ハビ リ テーショ ンマネジメ ン ト 加算(ハ)＞（ 新設）
・ リ ハビ リ テーショ ン マネジメ ント 加算(ロ )の要件を 満たし ている こ と 。
・ 事業所の従業者と し て、 又は外部と の連携によ り 管理栄養士を １ 名以上配置し ている こ と 。
・ 利用者ごと に、 多職種が共同し て栄養アセス メ ント 及び口腔アセス メ ント を 行っ ている こ と 。
・ 利用者ごと に、 言語聴覚士、 言語聴覚士、 歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と 共同し て口腔の健康状態を 評価し 、 当該利
用者の口腔の健康状態に係る 解決すべき 課題の把握を 行っ ている こ と 。

・ 利用者ごと に、 関係職種が、 通所リ ハビ リ テーショ ン 計画の内容の情報等や、 利用者の口腔の健康状態に関する 情報及び利用者の栄
養状態に関する 情報を 相互に共有する こ と 。

・ 共有し た情報を 踏ま え、 必要に応じ て通所リ ハビ リ テーショ ン 計画を 見直し 、 当該見直し の内容を 関係職種に対し て情報提供し てい
る こ と 。

＜リ ハビ リ テーショ ン事業所の医師が利用者又はその家族に対し て説明し 、 利用者の同意を 得た場合＞
・ 現行の(B)の医師の説明に係る 部分と 同要件を 設定。

単位数

○ 通所リ ハビ リ テーショ ン
＜現行＞

リ ハビ リ テーショ ンマネジメ ン ト 加算(A)イ
同意日の属する 月から ６ 月以内 560単位/月,６ 月超 240単位/月

リ ハビ リ テーショ ンマネジメ ン ト 加算(A)ロ
同意日の属する 月から ６ 月以内 593単位/月,６ 月超 273単位/月

リ ハビ リ テーショ ンマネジメ ン ト 加算(B)イ
同意日の属する 月から ６ 月以内 830単位/月,６ 月超 510単位/月

リ ハビ リ テーショ ンマネジメ ン ト 加算(B)ロ
同意日の属する 月から ６ 月以内 863単位/月,６ 月超 543単位/月

＜改定後＞
リ ハビ リ テーショ ン マネジメ ント 加算(イ )

同意日の属する 月から ６ 月以内 560単位/月,６ 月超 240単位/月

リ ハビ リ テーショ ン マネジメ ント 加算(ロ )
同意日の属する 月から ６ 月以内 593単位/月,６ 月超 273単位/月

廃止

廃止

リ ハビ リ テーショ ン マネジメ ント 加算(ハ)（ 新設）
同意日の属する 月から ６ 月以内 793単位/月,６ 月超 473単位/月

※医師が利用者またはその家族に説明し た場合 上記に加えて270単位
（ 新設・ Bの要件の組み替え）

２ .(１ )①訪問・ 通所リ ハビ リ テーショ ンにおける リ ハビリ テーショ ン、 口腔、 栄養の一体的取組の推進③
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指導・助言
介護の工夫に関する指導、日常生活上の留意点を助言する
・他サービスの従業者と居宅を訪問し、従業者に対して行う
・居宅を訪問し、家族に対して行う

通所リ ハビリ テーショ ンにおける リ ハビリ テーショ ンマネジメ ント

〇 リ ハビ リ テーショ ンマネジメ ント は、 調査、 計画、 実行、 評価、 改善（ 以下、 「 SPDCA」 と いう ） のサイ ク ルの構築を 通じ て、 心身
機能、 活動、 参加にバラ ンス 良く 働き かける リ ハビ リ テーショ ン が提供でき ている か、 継続的に管理する こ と によ り 、 質の高いリ ハビ
リ テーショ ン の提供を 目指すも のである 。

〇 介護報酬においては、 基本報酬の算定要件及び各加算において評価を 行っ ている 。

リハビリテーションマネジメント加算

基本報酬
医師の詳細な指示

リハビリテーションの目的に加え、以下の
いずれか１以上の指示を行う
・開始前、実施中の留意事項 ・中止基準
・負荷量等

計画の進捗状況の確認・計画の見直し
・初回評価はおおむね２週間以内
・以降は概ね３月ごとに評価
・必要に応じて計画を見直す

継続利用時の説明・記載
医師が３月以上の継続利用が必要と判断
⇒計画書に以下を記載し、説明を行う
・継続利用が必要な理由 ・具体的な終了目安
・その他のサービスの併用と以降の見通し

他事業所との連携
ケアマネジャーを通じて、その他の
サービス従業者に、リハビリテーショ
ンの観点から、日常生活上の留意点、
介護の工夫などの情報を伝達する。

居宅訪問
利用開始から１月以内に、利用
者の居宅を訪問し、診療・検査
等を行うよう努める

ケアマネジャーへの情報提供 説明と同意

(イ)の要件

LIFE提出

(ロ)の要件
(ハ)の要件

口腔アセスメント

栄養アセスメント

リハ・口腔・栄養の
情報活用

リハビリテーション会議
以下の頻度でリハビリテーション会議を開催し、計画を見直す

・利用開始から６月以内 ︓１月に１回以上
・利用開始から６月超 ︓３月に１回以上

6789



２ .（ １ ） ⑥ 訪問及び通所リ ハビリ テーショ ンのみなし 指定の見直し

概要

○ 訪問リ ハビ リ テーショ ン 事業所を 更に拡充する 観点から 、 介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可があっ た
と き は、 訪問リ ハビ リ テーショ ン事業所の指定があったも のと みなす。 ま た、 介護保険法第 72 条第１ 項によ る 通
所リ ハビ リ テーショ ン 事業所及び訪問リ ハビ リ テーショ ン事業所に係る みなし 指定を受けている 介護老人保健施設
及び介護医療院については、 当該事業所の医師の配置基準について、 当該施設の医師の配置基準を 満たすこ と を
も って基準を満たし ている も のと みなすこ と と する 。 【 省令改正】

【 訪問リ ハビ リ テーショ ン ★、 通所リ ハビ リ テーショ ン ★】

基準

○ 訪問リ ハビ リ テーショ ン 事業所、 介護予防訪問リ ハビ リ テーショ ン 事業所のみなし 指定が可能な施設

○ 人員配置基準について、 以下の規定を 設ける
（ 訪問リ ハビ リ テーショ ン の場合）

指定訪問リ ハビ リ テーショ ン 事業所が、 みなし 指定を 受けた介護老人保健施設又は介護医療院である 場合は、 当
該施設の医師の配置基準を 満たすこ と をも って、 訪問リ ハビ リ テーショ ン事業所の医師の配置基準を満たし ている
も のと みなすこ と ができ る 。

＜現行＞ ＜改定後＞
病院、 診療所 病院、 診療所、 介護老人保健施設、 介護医療院
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２ .（ １ ） ⑦ 要介護・ 要支援のリ ハビリ テーショ ンの評価の差別化

概要

○ 要介護者及び要支援者に対する 訪問リ ハビ リ テーショ ンについて、 利用者の状態像に応じ た、 よ り 適切な評価を
行う 観点から 、 訪問リ ハビ リ テーショ ン と 介護予防訪問リ ハビ リ テーショ ンの基本報酬に一定の差を設ける 。
【 告示改正】

【 訪問リ ハビ リ テーショ ン ★】

単位数

算定要件等

○ 変更なし

＜現行＞ ＜改定後＞
訪問リ ハビ リ テーショ ン 307単位/回
介護予防訪問リ ハビ リ テーショ ン 307単位/回

訪問リ ハビリ テーショ ン 308単位/回（ 変更）
介護予防訪問リ ハビリ テーショ ン 298単位/回（ 変更）
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２ .（ １ ） ⑧介護予防サービス における リ ハビリ テーショ ンの質の向上に向けた評価

概要

○ 介護予防サービ ス における リ ハビ リ テーショ ン の質を 評価し 、 適切なサービ ス 提供と する 観点から 、 以下の見直し を 行う 。
ア 利用開始から 12 月が経過し た後の減算について、 拡大を 行う 。 ただし 、 定期的なリ ハビ リ テーショ ン 会議によ る リ ハビ リ テー

ショ ン計画の見直し を 行い、 LIFE へリ ハビ リ テーショ ンのデータ を 提出し フ ィ ード バッ ク を 受けて PDCA サイ ク ルを 推進する 場合
は減算を 行わないこ と と する 。

イ 要介護認定制度の見直し に伴い、 よ り 適切なアウ ト カム 評価に資する よ う LIFE へリ ハビ リ テーショ ンのデータ 提出を 推進する と
と も に、 事業所評価加算の廃止を 行う 。 【 告示改正】

【 介護予防訪問リ ハビ リ テーショ ン、 介護予防通所リ ハビ リ テーショ ン 】

単位数
○ 利用開始日の属する 月から 12月超

○ 事業所評価加算

＜現行＞ ＜改定後＞

介護予防訪問リ ハビリ テーショ ン
５ 単位/回減算 要件を満たし た場合 減算なし （ 新設）

要件を満たさ ない場合 30単位/回減算（ 変更）

介護予防通所リ ハビリ テーショ ン
要支援１ 20単位/月減算
要支援２ 40単位/月減算

要件を満たし た場合 減算なし （ 新設）
要件を満たさ ない場合 要支援１ 120単位/月減算（ 変更）

要支援２ 240単位/月減算（ 変更）

＜現行＞ ＜改定後＞

介護予防訪問リ ハビリ テーショ ン 120単位/月
介護予防通所リ ハビリ テーショ ン 120単位/月

（ 廃止）
（ 廃止）

算定要件等

○ 利用開始日の属する 月から 12月を 超えて介護予防通所（ 訪問） リ ハビ リ テーショ ンを 行う 場合の減算を 行わない基準（ 新設）

・ ３ 月に１ 回以上、 リ ハビ リ テーショ ン 会議を 開催し 、 リ ハビ リ テーショ ンに関する 専門的な見地から 利用者の状況等に関する 情報を
構成員と 共有し 、 当該リ ハビ リ テーショ ン会議の内容を 記録する と と も に、 利用者の状態の変化に応じ 、 リ ハビ リ テーショ ン 計画を 見
直し ている こ と 。

・ 利用者ごと のリ ハビ リ テーショ ン計画書等の内容等の情報を 厚生労働省に提出し 、 リ ハビ リ テーショ ンの提供に当たっ て、 当該情報
その他リ ハビ リ テーショ ンの適切かつ有効な実施のために必要な情報を 活用し ている こ と 。
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２ .（ １ ） ⑨ 退院直後の診療未実施減算の免除

概要

○ 入院中にリ ハビ リ テーショ ン を受けていた利用者が、 退院後早期に介護保険のリ ハビ リ テーショ ンを 開始する 観
点から 、 退院後１ 月に限り 、 入院中の医療機関の医師の情報提供のも と 、 訪問リ ハビ リ テーショ ン を実施し た場合
の減算について見直す。 【 告示改正】

【 訪問リ ハビ リ テーショ ン ★】

単位数

算定要件等

○ 以下のいずれにも 該当する 場合、 訪問リ ハビ リ テーショ ン の診療未実施減算を適用し ない。

・ 医療機関に入院し 、 当該医療機関の医師が診療を行い、 医師、 理学療法士、 作業療法士又は言語聴覚士から リ
ハビ リ テーショ ンの提供を受けた利用者である こ と 。

・ 訪問リ ハビ リ テーショ ン事業所が、 当該利用者の入院し ていた医療機関から 、 利用者に関する 情報の提供を 受
けている こ と 。

・ 当該利用者の退院日から 起算し て１ 月以内の訪問リ ハビ リ テーショ ンの提供である こ と 。

＜現行＞ ＜改定後＞
診療未実施減算 50単位減算 変更なし

※入院中リ ハビリ テーショ ンを受けていた利用者の

退院後１ ヶ 月に限り 減算を適用し ない
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２ .（ １ ） ⑩ 診療未実施減算の経過措置の延長等

概要

○ 訪問リ ハビ リ テーショ ン について、 リ ハビ リ テーショ ン計画の作成に当たっ て事業所医師が診療せず、 「 適切な
研修の修了等」 をし た事業所外の医師が診療し た場合の減算（ 診療未実施減算） について、 以下の見直し を 行う 。

ア 事業所外の医師に求めら れる 「 適切な研修の修了等」 について、 令和６ 年３ 月 31 日ま でと さ れている 適用猶
予措置期間を３ 年間延長する 。

イ 適用猶予措置期間中においても 、 事業所外の医師が「 適切な研修の修了等」 の要件を 満たすこ と について、 事
業所が確認を行う こ と を 義務付ける 。 【 告示改正、 通知改正】

【 訪問リ ハビ リ テーショ ン★】

算定要件等

○ 事業所の医師がリ ハビ リ テーショ ン計画の作成に係る 診療を行わなかっ た場合には、 以下を 要件と し 、 診療未実
施減算を 適用し た上で訪問リ ハビ リ テーショ ン を提供でき る 。

（ １ ） 指定訪問リ ハビ リ テーショ ン事業所の利用者が当該事業所と は別の医療機関の医師によ る 計画的な医学的
管理を受けている 場合であって、 当該事業所の医師が、 計画的な医学的管理を行っている 医師から 、 当該利用
者に関する 情報の提供を受けている こ と 。

（ ２ ） 当該計画的な医学的管理を 行っ ている 医師が適切な研修の修了等をし ている こ と 。

（ ３ ） 当該情報の提供を 受けた指定訪問リ ハビ リ テーショ ン事業所の医師が、 当該情報を踏ま え、 リ ハビ リ テー
ショ ン 計画を作成する こ と 。

○ 上記の規定に関わら ず、 令和９ 年３ 月31日ま での間に、 次に掲げる 基準のいずれにも 適合する 場合には、 同期間
に限り 、 診療未実施減算を 適用し た上で訪問リ ハビ リ テーショ ン を提供でき る 。

・ 上記（ １ ） 及び（ ３ ） に適合する こ と 。
・ （ ２ ） に規定する 研修の修了等の有無を確認し 、 訪問リ ハビ リ テーショ ン計画書に記載し ている こ と 。

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
診療未実施減算 50単位減算 変更なし
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２ .（ １ ） ⑪ 通所リ ハビリ テーショ ンの事業所規模別基本報酬の見直し ①

概要

○ リ ハビ リ テーショ ン マネジメ ント を実施する 体制等が充実し ている 事業所を 評価する 観点から 、 事業所規模別の
基本報酬について、 以下の見直し を 行う 。
ア 通常規模型、 大規模型（ Ⅰ） 、 大規模型（ Ⅱ） の３ 段階になっ ている 事業所規模別の基本報酬を 、 通常規模型、

大規模型の２ 段階に変更する 。
イ 大規模型事業所のう ち、 以下の要件を全て満たす事業所については、 通常規模型と 同等の評価を 行う 。

ⅰ リ ハビ リ テーショ ンマネジメ ン ト 加算の算定率が利用者全体の80% を超えている こ と 。
ⅱ リ ハビ リ テーショ ン専門職の配置が10： １ 以上である こ と 。 【 告示改正】

【 通所リ ハビ リ テーショ ン 】

単位数

＜現行＞（ ５ ～６ 時間利用の場合） ＜改定後＞

大規模型事業所（ Ⅰ） 要介護１ 599単位
要介護２ 709単位
要介護３ 819単位
要介護４ 950単位
要介護５ 1,077単位

大規模型事業所（ Ⅱ） 要介護１ 579単位
要介護２ 687単位
要介護３ 793単位
要介護４ 919単位
要介護５ 1,043単位

大規模型事業所 要介護１ 584単位 （ 新設）
要介護２ 692単位 （ 新設）
要介護３ 800単位 （ 新設）
要介護４ 929単位 （ 新設）
要介護５ 1,053単位 （ 新設）

※要件を 満たし た場合
要介護１ 622単位 （ 新設）
要介護２ 738単位 （ 新設）
要介護３ 852単位 （ 新設）
要介護４ 987単位 （ 新設）
要介護５ 1,120単位 （ 新設）
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リ ハビ リ テーショ ンマネジメ ン ト 加算を 算定し ている 利用者が80% 以上

リ ハビ リ テーショ ン専門職の配置が10： 1以上

２ .（ １ ） ⑪ 通所リ ハビリ テーショ ンの事業所規模別基本報酬の見直し ②

算定要件等

○ 通常規模型、 大規模型（ Ⅰ） 、 大規模型（ Ⅱ） の３ 段階になっ ている 事業所規模別の基本報酬を 、 通常規模型、
大規模型の２ 段階に変更する 。

○ 大規模型事業所のう ち、 以下の要件を 全て満たす事業所については、 通常規模型と 同等の評価を 行う 。
・ リ ハビ リ テーショ ンマネジメ ン ト 加算の算定率が、 利用者全体の80% を 超えている こ と 。
・ 利用者に対する リ ハビ リ テーショ ン 専門職の配置が10： １ 以上である こ と 。

現行 改定後

通常規模型 大規模型Ⅰ 大規模型Ⅱ

366～1369
単位※

361～1325
単位※

353～1282
単位※

基本報酬の
単位数

延べ利用者数750 900 750

通常規模型 大規模型（ 新）

369～1379
単位※

357～1300単位※

条件を 満たし た場合
通常規模型と 同等の評価

延べ利用者数

基本報酬の
単位数

※ 利用時間、 要介護度毎に設定
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２ .（ １ ） ⑫ ケアプラ ン作成に係る 「 主治の医師等」 の明確化

概要

○ 退院後早期に介護保険のリ ハビ リ テーショ ンを開始する こ と を 可能と する 観点から 、 介護支援専門員が居宅サー
ビ ス 計画に通所リ ハビ リ テーショ ン ・ 訪問リ ハビ リ テーショ ンを 位置付ける 際に意見を 求める こ と と さ れている
「 主治の医師等」 に、 入院中の医療機関の医師を 含むこ と を 明確化する 。 【 通知改正】

【 居宅介護支援、 介護予防支援、 （ 訪問リ ハビ リ テーショ ン ★、 通所リ ハビ リ テーショ ン ★） 】

算定要件等

○ 居宅介護支援等の具体的取扱方針に以下の規定を 追加する （ 居宅介護支援の例） ※赤字が追記部分

＜指定居宅介護支援の具体的取扱方針＞
訪問リ ハビ リ テーショ ン、 通所リ ハビ リ テーショ ン 等については、 主治の医師等がその必要性を認めたも のに限ら

れる も のである こ と から 、 介護支援専門員は、 こ れら の医療サービ ス を 居宅サービ ス 計画に位置付ける 場合にあっ て
は主治の医師等の指示がある こ と を確認し なければなら ない。

こ のため,利用者がこ れら の医療サービ ス を 希望し ている 場合その他必要な場合には、 介護支援専門員は、 あら かじ
め、 利用者の同意を 得て主治の医師等の意見を 求める と と も に、 主治の医師等と のよ り 円滑な連携に資する よ う 、 当
該意見を踏ま えて作成し た居宅サービ ス 計画については,意見を求めた主治の医師等に交付し なければなら ない。 なお、
交付の方法については、 対面のほか、 郵送やメ ール等によ る こ と も 差し 支えない。

ま た、 こ こ で意見を求める 「 主治の医師等」 については、 要介護認定の申請のために主治医意見書を記載し た医師
に限定さ れないこ と に留意する こ と 。 特に、 訪問リ ハビ リ テーショ ン及び通所リ ハビ リ テーショ ンについては、 医療
機関から の退院患者において、 退院後のリ ハビ リ テーショ ンの早期開始を推進する 観点から 、 入院中の医療機関の医
師によ る 意見を 踏ま えて、 速やかに医療サービ ス を含む居宅サービ ス 計画を 作成する こ と が望ま し い。 （ 後略）
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２ . (１ ) ⑬介護老人保健施設における 短期集中リ ハビリ テーショ ン実施加算の見直し

概要

○ 短期集中リ ハビ リ テーショ ン 実施加算について、 効果的なリ ハビ リ テーショ ンを 推進する 観点から 、 以下の取組
を評価する 新たな区分を設ける 。
ア 原則と し て入所時及び月１ 回以上ADL等の評価を行った上で、 必要に応じ てリ ハビ リ テーショ ン実施計画を 見

直し ている こ と 。
イ アにおいて評価し たADL等のデータ について、 LIFEを 用いて提出し 、 必要に応じ て提出し た情報を活用し てい

る こ と 。
○ ま た、 現行の加算区分については、 新たな加算区分の取組を促進する 観点から 、 評価の見直し を 行う 。

【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
短期集中リ ハビリ テーショ ン実施加算 240単位/日 短期集中リ ハビリ テーショ ン実施加算（ Ⅰ） 258単位/日（ 新設）

短期集中リ ハビリ テーショ ン実施加算（ Ⅱ） 200単位/日（ 変更）
※算定期間は入所後３ 月以内

【 介護老人保健施設】

算定要件等

＜短期集中リ ハビ リ テーショ ン実施加算（ Ⅰ） ＞（ 新設）
○ 入所者に対し て、 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、 作業療法士若し く は言語聴覚士が、 その入所の日か

ら 起算し て３ 月以内の期間に集中的にリ ハビ リ テーショ ンを 行っ た場合であって、 かつ、 原則と し て入所時及び１
月に１ 回以上Ａ Ｄ Ｌ 等の評価を 行う と と も に、 その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し 、 必要に応じ てリ ハビ
リ テーショ ン 計画を見直し ている こ と 。

＜短期集中リ ハビ リ テーショ ン実施加算（ Ⅱ） ＞（ 現行と 同じ ）
○ 入所者に対し て、 医師等が、 その入所の日から 起算し て３ 月以内の期間に集中的にリ ハビ リ テーショ ンを 行っ て

いる こ と 。
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２ .（ １ ） ⑭ 居宅療養管理指導における 管理栄養士及び歯科衛生士等の
通所サービス 利用者に対する 介入の充実

概要

○ 居宅療養管理指導費について、 通所サービ ス 利用者に対する 管理栄養士によ る 栄養食事指導及び歯科衛生士等に
よ る 歯科衛生指導を充実さ せる 観点から 、 算定対象を 通院又は通所が困難な者から 通院困難な者に見直す。
【 告示改正】

算定要件等

＜現行＞ ＜改定後＞

【 居宅療養管理指導★】

二 管理栄養士が行う 場合
注１ 在宅の利用者であっ て通院が困難なも のに

対し て、 （ 中略） １ 月に２ 回を 限度と し て、
所定単位数を 算定する 。

ホ 歯科衛生士等が行う 場合
注１ 在宅の利用者であっ て通院が困難なも のに

対し て、 （ 中略） １ 月に４ 回を 限度と し て、
所定単位数を 算定する 。

二 管理栄養士が行う 場合
注１ 在宅の利用者であっ て通院又は通所が困難

なも のに対し て、 （ 中略） １ 月に２ 回を限度
と し て、 所定単位数を算定する 。

ホ 歯科衛生士等が行う 場合
注１ 在宅の利用者であっ て通院又は通所が困難

なも のに対し て、 （ 中略） １ 月に４ 回を限度
と し て、 所定単位数を算定する 。

利用者の状況 通所可 通所不可

通院可 × ×

通院不可 × ○

利用者の状況 通所可 通所不可

通院可 × ×

通院不可 ○ ○

＜現行＞ ＜改定後＞
○： 算定可
×： 算定不可

○： 算定可
×： 算定不可
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２ .（ １ ） ⑯ 居宅療養管理指導における がん末期の者に対する 歯科衛生士等の介入の充実

概要

○ 居宅療養管理指導について、 全身状態の悪化と と も に口腔衛生管理の頻度が増加する 終末期がん患者の歯科衛生
士等によ る 歯科衛生指導を 充実さ せる 観点から 、 終末期がん患者の利用者について居宅療養管理指導（ 歯科衛生士
等が行う 場合） の算定回数上限を緩和する 。 【 告示改正】

【 居宅療養管理指導★】

算定要件等

○ 利用者に対し て訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき 、 当該利用者を訪問し 、 実地指導を行った場合に、
単一建物居住者（ 当該利用者が居住する 建物に居住する 者のう ち、 当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士
等が、 同一月に指定居宅療養管理指導を 行っ ている も のをいう 。 ） の人数に従い、 １ 月に４ 回（ がん末期の利用者
については、 １ 月に６ 回） を限度と し て、 所定単位数を 算定する 。

82100



２ .（ １ ） ⑰ 特定施設入居者生活介護における 口腔衛生管理の強化

概要

○ 全ての特定施設入居者生活介護において口腔衛生管理体制を確保する よ う 促すと と も に、 入居者の状態に応じ た
適切な口腔衛生管理を 求める 観点から 、 特定施設入居者生活介護等における 口腔衛生管理体制加算を廃止し 、 同加
算の算定要件の取組を 一定緩和し た上で、 基本サービ ス と し て行う こ と と する 。 その際、 ３ 年間の経過措置期間を
設ける こ と と する 。 【 省令改正】

基準

＜運営基準（ 省令） ＞（ ※３ 年間の経過措置期間を設ける ）
・ 「 利用者の口腔の健康の保持を 図り 、 自立し た日常生活を営むこ と ができ る よ う 、 口腔衛生の管理体制を整備

し 、 各利用者の状態に応じ た口腔衛生の管理を計画的に行わなければなら ない。 」 こ と を規定。

【 特定施設入居者生活介護★】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
口腔衛生管理体制加算 30単位/月 廃止

指示

日常的な口腔管理の提供 入居者

介護職員
歯科医師 歯科衛生士

技術的
助言・ 指導

（ 年２ 回以上）

【 特定施設入居者生活介護】 入居者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成※＜運営基準等における 対応＞

※歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、 介護職員に対する 口腔衛生に係る 技術的助言及び指導を年2回以上実施し 、
当該技術的助言及び指導に基づき 入居者の口腔衛生の管理体制に係る 計画を作成する 。
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２ .（ １ ） ⑳ 管理栄養士によ る 居宅療養管理指導の算定回数の見直し

概要

○ 終末期等における 、 き め細かな栄養管理等のニーズに応じ る 観点から 、 一時的に頻回な介入が必要と 医師が判断
し た利用者について期間を 設定し たう えで追加訪問する こ と を可能と する 見直し を 行う 。 【 告示改正】

算定要件等

○算定要件（ 追加内容）
・ 計画的な医学的管理を 行っ ている 医師が、 利用者の急性増悪等によ り 一時的に頻回の栄養管理を行う 必要があ

る 旨の特別の指示を 行う 。
・ 利用者を 訪問し 、 栄養管理に係る 情報提供及び指導又は助言を行う 。
・ 特別の指示に基づく 管理栄養士によ る 居宅療養管理指導は、 その指示の日から 30日間に限り 、 従来の居宅療養

管理指導の限度回数（ １ 月に２ 回） を超えて、 ２ 回を 限度と し て行う こ と ができ る 。

【 居宅療養管理指導★】

10月 11月

算定の例

居宅療養管理指導
（ 管理栄養士）

居宅療養管理指導
（ 管理栄養士）

居宅療養管理指導
（ 管理栄養士）

居宅療養管理指導
（ 管理栄養士）

特別な栄養介入10/20
特別の栄養介入を
指示

特別な栄養介入 11/18
指示の有効期間終了

30日間

通常

追加分
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２ . （ ２ ） ④ 介護老人保健施設における 在宅復帰・ 在宅療養支援機能の促進①

概要

○ 在宅復帰・ 在宅療養支援等評価指標及び要件について、 介護老人保健施設の在宅復帰・ 在宅療養支援機能を 更に推進する 観点から 、
指標の取得状況等も 踏ま え、 以下の見直し を 行う 。 その際、 6 月の経過措置期間を 設ける こ と と する 。 【 告示改正】
ア 入所前後訪問指導割合に係る 指標について、 それぞれの区分の基準を 引き 上げる 。
イ 退所前後訪問指導割合に係る 指標について、 それぞれの区分の基準を 引き 上げる 。
ウ 支援相談員の配置割合に係る 指標について、 支援相談員と し て社会福祉士を 配置し ている こ と を 評価する 。

○ ま た、 基本報酬について、 在宅復帰・ 在宅療養支援機能に係る 指標の見直し を 踏ま え、 施設類型ご と に適切な水準に見直し を 行う こ
と と する 。

【 介護老人保健施設】

算定要件等

在宅復帰・ 在宅療養支援等指標： 下記評価項目（ ①～⑩） について、 項目に応じ た値を 足し 合わせた値（ 最高値： 90）

①在宅復帰率 50％超 20 30％超 10 30％以下 0

②ベッ ド 回転率 10％以上 20 5％以上 10 5％未満 0

③入所前後訪問指導割合 30％以上 10 ⇒35％以上 10 10％以上 5 ⇒15％以上 5 10％未満 0 ⇒15％未満 0

④退所前後訪問指導割合 30％以上 10 ⇒35％以上 10 10％以上 5 ⇒15％以上 5 10％未満 0 ⇒15％未満 0

⑤居宅サービス の実施数 ３ サービス ５
２ サービス （ 訪問リ ハビリ

テーショ ンを含む） ３
２ サービス １ ０ 、 １ サービス ０

⑥リ ハ専門職の配置割合
５ 以上（ PT, OT, STいず

れも 配置） 5
５ 以上 ３ ３ 以上 ２ ３ 未満 ０

⑦支援相談員の配置割合
３ 以上 5

⇒３ 以上（ 社会福祉士の
配置あり ） 5

（ 設定なし ）
⇒３ 以上（ 社会福祉士の

配置なし ） 3
2以上 3 ⇒2以上 １ ２ 未満 ０

⑧要介護４ 又は５ の割合 50％以上 5 35％以上 3 35％未満 0

⑨喀痰吸引の実施割合 10％以上 5 5％以上 3 5％未満 0

⑩経管栄養の実施割合 10％以上 5 5％以上 3 5％未満 0

※下線部が見直し 箇所
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２ . （ ２ ） ④ 介護老人保健施設における 在宅復帰・ 在宅療養支援機能の促進②

単位数 ※多床室、 要介護度３ の場合

＜現行＞

＜改定後＞

在宅復帰・ 在宅療養支援機能加算

（ Ⅰ） 51単位

974

898 880

1,014

908 889
（ + 9）

超強化型 在宅強化型 加算型 基本型 その他型

1,065単位

959単位

介護保健施設
サービス 費（ Ⅰ） （ ⅳ）

974単位 介護保健施設
サービス 費（ Ⅰ） （ ⅲ）

898単位

介護保健施設
サービス 費（ Ⅰ） （ ⅳ）

1,014単位
介護保健施設

サービス 費（ Ⅰ） （ ⅲ）

908単位

介護保健施設
サービス 費（ Ⅳ） （ ⅱ）

880単位

介護保健施設
サービス 費（ Ⅳ） （ ⅱ）

889単位

1,020単位

932単位

在宅復帰・ 在宅療養支援機能加算

（ Ⅱ） 46単位

在宅復帰・ 在宅療養支援機能加算

（ Ⅰ） 34単位

在宅復帰・ 在宅療養支援機能加算

（ Ⅱ） 51単位

基本報酬のイ メ ージ
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２ . （ ２ ） ⑤ かかり つけ医連携薬剤調整加算の見直し ①

概要

○ かかり つけ医連携薬剤調整加算（ Ⅰ） について、 施設における ポリ フ ァ ーマシー解消の取組を推進する 観点から 、
入所前の主治医と 連携し て薬剤を評価・ 調整し た場合に加え、 施設において薬剤を評価・ 調整し た場合を評価する
新たな区分を 設ける 。 その上で、 入所前の主治医と 連携し て薬剤を評価・ 調整し た場合の区分を高く 評価する 。

○ ま た、 新たに以下の要件を設ける 。 【 告示改正、 通知改正】
ア 処方を変更する 際の留意事項を 医師、 薬剤師及び看護師等の多職種で共有し 、 処方変更に伴う 病状の悪化や新

たな副作用の有無について、 多職種で確認し 、 必要に応じ て総合的に評価を 行う こ と 。
イ 入所前に６ 種類以上の内服薬が処方さ れている 方を 対象と する こ と 。
ウ 入所者やその家族に対し て、 処方変更に伴う 注意事項の説明やポリ フ ァ ーマシーに関する 一般的な注意の啓発

を行う こ と 。

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
かかり つけ医連携薬剤調整加算（ Ⅰ） 100単位/回 かかり つけ医連携薬剤調整加算（ Ⅰ） イ 140単位/回（ 変更）

かかり つけ医連携薬剤調整加算（ Ⅰ） ロ 70単位/回（ 新設）
かかり つけ医連携薬剤調整加算（ Ⅱ） 240単位/回 かかり つけ医連携薬剤調整加算（ Ⅱ） 240単位/回
かかり つけ医連携薬剤調整加算（ Ⅲ） 100単位/回 かかり つけ医連携薬剤調整加算（ Ⅲ） 100単位/回

※ 入所者１ 人につき １ 回を限度と し て、 当該入所者の退所時に加算

【 介護老人保健施設】
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２ . （ ２ ） ⑤ かかり つけ医連携薬剤調整加算の見直し ②

かかり つけ医連携薬剤調整加算（ Ⅰ） イ 140単位/回（ 一部変更）
＜入所前の主治医と 連携し て薬剤を 評価・ 調整し た場合＞

かかり つけ医連携薬剤調整加算（ Ⅰ） ロ 70単位/回（ 新設）
＜施設において薬剤を 評価・ 調整し た場合＞

かかり つけ医連携薬剤調整加算（ Ⅱ） 240単位/回
＜服薬情報を LIFEに提出＞

かかり つけ医連携薬剤調整加算（ Ⅲ） 100単位/回
＜退所時に、 入所時と 比べて１ 種類以上減薬＞

① 医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する 研修を 受講する こ と 。
② 入所後１ 月以内に、 状況に応じ て入所者の処方の内容を 変更する 可

能性がある こ と について主治の医師に説明し 、 合意し ている こ と 。
③ 入所前に当該入所者に６ 種類以上の内服薬が処方さ れており 、 施設

の医師と 入所者の主治の医師が共同し 、 入所中に当該処方の内容を
総合的に評価及び調整し 、 かつ、 療養上必要な指導を 行う こ と 。

④ 入所中に当該入所者の処方の内容に変更があっ た場合は医師、 薬剤
師、 看護師等の関係職種間で情報共有を 行い、 変更後の入所者の状
態等について、 多職種で確認を 行う こ と 。

⑤ 入所時と 退所時の処方の内容に変更がある 場合は変更の経緯、 変更
後の入所者の状態等について、 退所時又は退所後１ 月以内に当該入
所者の主治の医師に情報提供を 行い、 その内容を 診療録に記載し て
いる こ と 。

• かかり つけ医連携薬剤調整加算（ Ⅰ） イ の要件①、 ④、
⑤に掲げる 基準のいずれにも 適合し ている こ と 。

• 入所前に６ 種類以上の内服薬が処方さ れていた入所者
について、 施設において、 入所中に服用薬剤の総合的
な評価及び調整を 行い、 かつ、 療養上必要な指導を 行
う こ と 。

• かかり つけ医連携薬剤調整加算 （ Ⅰ） イ 又はロ を 算定し ている こ と 。
• 当該入所者の服薬情報等の情報を 厚生労働省に提出し 、 処方に当たっ て、 当

該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を 活用し て
いる こ と 。

• かかり つけ医連携薬剤調整加算（ Ⅱ） を 算定し ている こ と 。
• 退所時において処方さ れている 内服薬の種類が、 入所時に処方さ れていた

内服薬の種類に比べて１ 種類以上減少し ている こ と 。

※入所者１ 人につき １ 回を 限度と し て、 当該入所者の退所時に加算（ 全加算区分共通）

算定要件等
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２ .（ ３ ） ③ アウ ト カム評価の充実のためのADL維持等加算の見直し

概要

○ ADL維持等加算について、 自立支援・ 重度化防止に向けた取組をよ り 一層推進する 観点から 、 ADL維持等加算
（ Ⅱ） における ADL利得の要件について、 「 ２ 以上」 を「 ３ 以上」 と 見直す。 【 告示改正】
ま た、 ADL利得の計算方法の簡素化を 行う 。 【 通知改正】

【 通所介護、 地域密着型通所介護、 認知症対応型通所介護、 特定施設入居者生活介護、 地域密着型特定施設入居者
生活介護 、 介護老人福祉施設、 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

算定要件等

＜ ADL維持等加算（ Ⅰ） ＞
○ 以下の要件を満たすこ と

イ 利用者等（ 当該施設等の評価対象利用期間が６ 月を 超える 者） の総数が10人以上である こ と 。
ロ 利用者等全員について、 利用開始月と 、 当該月の翌月から 起算し て６ 月目（ ６ 月目にサービス の利用がない場合は

サービス の利用があった最終月） において、 Barthel Indexを適切に評価でき る 者がADL値を測定し 、 測定し た日が属
する 月ごと に厚生労働省に提出し ている こ と 。

ハ 利用開始月の翌月から 起算し て６ 月目の月に測定し たADL値から 利用開始月に測定し たADL値を控除し 、 初月のADL
値や要介護認定の状況等に応じ た値を加えて得た値（ 調整済ADL利得） について、 利用者等から 調整済ADL利得の上位
及び下位それぞれ１ 割の者を除いた者を評価対象利用者等と し 、 評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均し て得た値
が１ 以上である こ と 。

＜ ADL維持等加算（ Ⅱ） ＞
○ ADL維持等加算（ Ⅰ） のイ と ロ の要件を満たすこ と 。
○ 評価対象利用者等の調整済ADL利得を 平均し て得た値が３ 以上である こ と 。

＜ADL維持等加算（ Ⅰ） （ Ⅱ） について＞
○ 初回の要介護認定があっ た月から 起算し て12月以内である 者の場合や他の施設や事業所が提供する リ ハビ リ テー

ショ ンを 併用し ている 利用者の場合のADL維持等加算利得の計算方法を簡素化。
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